
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 の 一 部 を

改 正 す る 条 例 を 公 布 す る 。  

令 和 ８ 年 ２ 月 20日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 ３ 号  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 給 与 の 種 類 及 び 基 準 に 関 す る 条 例 （ 平 成 23

年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 条 例 第 22号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（給与の減額） （給与の減額） 

第20条  （略）  第 20条  （略）  

２  職員が部分休業（当該職員がその小学

校就学の始期に達するまでの子を養育す

るため１日の勤務時間の全部又は一部を

勤務しないことをいう。）又は介護休暇

及び介護時間につき企業長の承認を受け

て勤務しない場合には、前項の規定にか

かわらず、その勤務しない１時間につい

て、勤務１時間当たりの給料及びこれに

対する地域手当その他企業長が定める手

当の合計額を減額する。 

２  職員が部分休業（当該職員がその小学

校就学の始期に達するまでの子を養育す

るため１日の勤務時間の一部を勤務しな

いことをいう。）又は介護休暇及び介護

時間につき企業長の承認を受けて勤務し

な い 場 合 に は 、 前 項 の 規 定 に か か わ ら

ず、その勤務しない１時間について、勤

務１時間当たりの給料及びこれに対する

地域手当その他企業長が定める手当の合

計額を減額する。 

３・４ （略） ３・４ （略） 

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


